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石垣市議会 
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理由 

石垣・基隆定期フェリー航路開設事業に関する調査を行うため。 



 

特別委員会の設置について 

1． 特別委員会の名称   

石垣・基隆定期フェリー航路開設事業に関する調査特別委員会 

 

2． 特別委員会の任務 

石垣・基隆定期フェリー航路開設事業に関して調査するため。 

 

3． 調査権限 

本議会は、上記２．に掲げる事項の調査を行わせるため、地方自治法 第

９８条第１項の権限を上記特別委員会に委任する。 

 

4． 期間 

調査終了まで。 

なお、地方自治法第１０９条第８項の規定により、閉会中も調査するこ

ととする。 

 

5． 特別委員会の人数 

本特別委員会の人数は１０名とする。 


